
様式第１号                   

児童自立生活援助事業利用申込書 

 

（元号）    年     月     日 

大阪市（      ）こども相談センター所長 様 

 

申込者住所 

                                    

       氏名 

  

  代理人住所 

 

   代理人氏名 

 

児童福祉法第３３条の６第２項の規定により、次のとおり児童自立生活援助事業の利用を申し込みます。 

利用を希望する者の状況 

 

この申込書は、次の点に注意して記入の上、提出してください。 

・「利用を希望する理由」の欄には、その具体的な状況を記入してください。 

・この申込書に記入した内容に変更があったときは、必ず届け出てください。 

 

 

 

 

 

 

利用を希望する児童自立生活援助事

業所名 
 

利用を希望する児童自立生活援助事

業所の類型 

※いずれかに○ 

Ⅰ型      ・      Ⅱ型     ・     Ⅲ型 

利用を希望する日 （元号）           年         月          日 

 

利用を希望する理由 

 

 

氏名  

生年月日 年齢 性別 電話番号 職業の状況 

          

負担能力の有無 生活保護の状況 措置されていた施設名 

有（月           円）・無 有（保護決定日     ）・無   



様式第１号                     （裏面） 

【こども相談センター記入欄】 

義務教育を終了した児童又は児童以外の満 19歳未満の者 

□ 小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施

設に入所させる措置を解除された者 

□ 母子生活支援施設における保護の実施を解除された者 

□ 児童自立生活援助の実施を解除された者 

□ 法第 33条第１項又は第２項の規定による一時保護を解除された者 

□ 上記に掲げる児童等以外の児童等であって、大阪市が当該児童等の自立のために援助及び生活指導等が必要と認めた者 

 

満 20歳以上の措置解除者等であって、次のいずれかに該当する者のうち、次のいずれかのやむを得ない事情に

より法第 33条の６第１項の規定に基づき大阪市により児童自立生活援助生活援助の実施が必要とされた者 

□ 児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された後、当該施設により、相談その他の援

助（アフターケア）を受けている者 

□ 母子生活支援施設における保護の実施を解除された後、当該施設により、相談その他の援助（アフターケア）を受けている者 

□ 児童自立生活援助の実施を解除された後、当該事業所により、相談その他の援助（アフターケア）を受けている者 

□ 児童相談所、里親支援センター及び法第 11条第４項の規定により里親支援事業（法第 11条第１項第２号トに掲げる業務をいう。）に

係る事務の委託を受けた者による自立のための援助（アフターケア）を受けている者 

 

＜やむを得ない事情＞ 

①次のいずれかの教育施設（以下「大学等」という。）に在学する生徒若しくは学生及び大学等への入学が予定されてい

る者であること 

□ 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第 50条に規定する高等学校 

□ 学校教育法第 63条に規定する中等教育学校 

□ 学校教育法第 72条に規定する特別支援学校（同法第 76条第２項に規定する高等部に限る。） 

□ 学校教育法第 83条に規定する大学（同法第 97条に規定する大学院を含む。） 

□ 学校教育法第 108条第２項に規定する短期大学 

□ 学校教育法第 115条に規定する高等専門学校 

□ 学校教育法第 124条に規定する専修学校 

□ 上記に規定する教育施設に準ずる教育施設 

②次のいずれかに該当する者であること 

□ 試用期間中の者 

□ 試用期間の満了後間がない者 

□ その他就労後間がない者  

③次のいずれかに掲げる就学又は就労に向けた活動を行っている者であること 

□ 社会的養護自立支援拠点事業を利用 

□ 公共職業安定所における就職に関する相談 

□ 求人者との面接 

□ 上記に掲げる活動に準ずる活動 

④ 

□ 疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること 

 


